
 

新旧対照表 
○委託業務等成績評定要領 

新 旧 

第１ 省略 

 

（評定の対象） 

第２ この要領において評定の対象となる委託業務等（以下「委託業務等」と

いう。）は、次の各号に掲げる業務とする。 

 (1)～(2) 省略 

 (3) 用地調査等共通仕様書   に定める用地調査等業務 

 (4)～(7) 省略 

２ 評定は、委託業務等の目的により、次の各号に掲げる業務に分類して行う。 

 (1)～(6) 省略 

 (7) 設計業務（建築設計） 

３ 評定は、原則として１件の当初業務委託料     が500万円以上の委

託業務等について行うものとする。 

 

第３ 省略 

 

第４ 評定は、委託業務等ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うも

のとする。 

２ 評定の結果は、別記様式第１「委託業務等成績評定表」（以下「評定表」と

いう。）に記録するものとする。なお、第２第２項第７号に掲げる業務につ

いては、別記様式第１－１「委託業務成績評定表（建築設計）」に記録する

ものとする。 

 

第５～６ 省略 

 

（評定結果の通知） 

第７ 出納局長は、評定者から評定表の提出があったときは、       

                                   

        速やかに、当該委託業務等の受注者に対して、別添「委託

業務等成績評定通知実施要領」により通知するものとする。 

第１ 省略 

 

（評定の対象） 

第２ この要領において評定の対象となる委託業務等（以下「委託業務等」と

いう。）は、次の各号に掲げる業務とする。 

 (1)～(2) 省略 

 (3) 用地調査等共通仕様書（案）に定める用地調査等業務 

 (4)～(7) 省略 

２ 評定は、委託業務等の目的により、次の各号に掲げる業務に分類して行う。 

 (1)～(6) 省略 

             

３ 評定は、原則として１件の当初     請負代金額が500万円以上の委

託業務等について行うものとする。 

 

第３ 省略 

 

第４ 評定は、委託業務等ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うも

のとする。 

２ 評定の結果は、別記様式第１「委託業務等成績評定表」（以下「評定表」と

いう。）に記録するものとする。                        

                                  

      

 

第５～６ 省略 

 

（評定結果の通知） 

第７ 出納局長は、評定者から評定表の提出があったときは、委託業務等成績

評定通知書（別記様式第２）を作成し、発注機関を経由して当該業務の受注

者に評定点を速やかに                        

                 通知するものとする。 
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（評定の修正等） 

第８ 出納局長は、第７の通知をした後、当該評定を修正する必要がある

と認められる場合は、修正しなければならない。 

２ 出納局長は、前項の修正を行ったときは、速やかに、その結果を当該

委託業務等の受注者に         通知するものとする。 

 

（説明請求等） 

第９ 第７又は第８第２項の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算

して14日（「休日」を含む。）以内に、書面により、通知を行った出納局

長に対して評定の結果について説明を求めることができる。 

２ 出納局長は、前項による説明を求められたときは、書面       

により回答するものとする。 

３ 削除                               

                               

 

（再説明請求等） 

第10 第９第２項の回答を受けた者は、回答を受けた日から起算して14日

（「休日」を含む。）以内に、書面により、回答を行った出納局長に対して

回答について再説明を求めることができる。 

２ 出納局長は、前項による再説明を求められたときは、工事成績評定等

審査委員会の審議を経て書面      により回答するものとする。 

３ 削除                                  

                                 

３  前  項の工事成績評定等審査委員会は、別に定める内規に基づき

設置するものとする。 

 

（評定結果等の公表   ） 

第 11 第７又は第８の通知、第９及び第 10の請求及び回答は、委託業務等成

績評定通知実施要領により速やかに公表するものとする              

                                    

                               。 

２ 削除                                  

 

（評定の修正等） 

第８ 出納局長は、第７の通知をした後、当該評定を修正する必要がある

と認められる場合は、修正しなければならない。 

２ 出納局長は、前項の修正を行ったときは、速やかに、その結果を当該

委託業務等の受注者に別記様式第２により通知するものとする。 

 

（説明請求等） 

第９ 第７又は第８第２項の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算

して14日（「休日」を含む。）以内に、書面により、通知を行った出納局

長に対して評定の結果について説明を求めることができる。 

２ 出納局長は、前項による説明を求められたときは、  別記様式第３   

により答するものとする。 

３ 出納局長は、説明の申立者に回答を行ったときは、説明の申立者の提

出した書面及び回答を行った書面を速やかに公表するものとする。 

 

（再説明請求等） 

第10 第９第２項の回答を受けた者は、回答を受けた日から起算して14日

（「休日」を含む。）以内に、書面により、回答を行った出納局長に対し

て回答について再説明を求めることができる。 

２ 出納局長は、前項による再説明を求められたときは、工事成績評定等

審査委員会の審議を経て  別記様式第４により回答するものとする。 

３ 出納局長は、再説明の申立者に回答を行ったときは、再説明の申立者

の提出した書面及び回答を行った書面を速やかに公表するものとする。 

 ４  第２項の工事成績評定等審査委員会は、別に定める内規に基づき

設置するものとする。 

 

（      公表の方法） 

第 11                                

                      第９第３項及び第 10第３項

の公表は閲覧方式とし、本庁設計委託業務等については愛媛県庁、地方局設

計委託業務等については当該地方局において閲覧に供することとする。 

２ 閲覧期間は完了検査日の属する年度及びその翌年度、閲覧時間は県の
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３ 削除                                  

           

 

 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日以降に完了検査を実施する委託業務等に適

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

執務時間とする。 

３ 閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿に必要事項を

記入することとする。 
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別記様式第１－１「委託業務成績評定表(建築設計)」 新規 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第１-１

最終：￥

最終：

令和 年 月 日

令和 年 月 日

氏名：

住所：

構造： 　　　：

機械： 　　　：

印

印

印

印

印

印

印

印

総合評定点　①－③－④－⑤ 　［ ］

① 業務評定点（総合点）　※以下の減点を除く。 　［ ］

② 基礎点　※①より創意工夫の評定点を除いた点 　［ ］

③ 　［ ］

④ 　［ ］

⑤ 　［ ］

　［ ］

総合 　［ ］ 　［ ］

構造 　［ ］ 　［ ］

建築積算 　［ ］ 　［ ］

　［ ］機械積算

注）１.複数による検査が行われる場合、検査職員全員の所属及び氏名を検査職員所属・氏名欄に明記して押印するこ
と。
　　2.各評価項目の評定点は、小数第二位を四捨五入して表示する。
　　3.総合評定点、業務評定点（総合点）は、小数第一位を四捨五入し整数とする。

管理技術者評定点

業務評定点（総合点：減点無し）の分野別内訳

電気

電気積算

機械

総合評定点

業務評定点（総合点）の内訳

事故等による減点

瑕疵修補又は損害賠償による減点

その他（　　　　　　）

管理技術者評定点

担当課長所属 ・ 氏名

検 査 員 所 属 ・ 氏 名

担当係長所属 ・ 氏名

監 督 員 所 属 ・ 氏 名

照 査 技 術 者 氏 名

担当主任技術者氏名
総合：

電気：

契約相手方住所・氏名

管 理 技 術 者 氏 名

契 約 金 額 当初：￥

履 行 期 間 当初： 　年　月　日～　　年　月　日 　　年　月　日～　　年　月　日

委託業務成績評定表(建築設計)

　　令和　　年　　月　　日
事務所名

　
委 託 業 務 等 名

完 了 年 月 日

完 了 検 査 年 月 日
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別記様式第２ 削除 
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別表 削除 
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別記様式第３ 削除 
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別記様式第４ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


